
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
九
号

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
）
別
表
の
二
の

の
⑴
の

(一)

規
定
に
基
づ
き
、
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物
質
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

す
る
。
た
だ
し
、
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
製
造
さ
れ
、
加
工
さ
れ
、
又

は
輸
入
さ
れ
た
乳
及
び
乳
製
品
並
び
に
こ
れ
ら
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品
の
う
ち
、
乳
及
び
乳
製
品
に
係
る
放
射
性
物

質
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
二
百
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
濃
度
の
セ
シ
ウ
ム
と
、
乳
及
び
乳
製
品
を
主
要
原
料

と
す
る
食
品
に
係
る
放
射
性
物
質
に
あ
っ
て
は
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
五
百
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
濃
度
の
セ
シ
ウ
ム
と

す
る
。平

成
二
十
四
年
三
月
十
五
日

厚
生
労
働
大
臣

小
宮
山
洋
子

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物
質

乳
及
び
乳
製
品
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
五
十
二
号
。
以
下
「
乳
等
省
令
」
と

い
う
。
）
別
表
の
二
の

の
⑴
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
放
射
性
物
質
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
乳

(一)

等
（
乳
等
省
令
第
一
条
に
規
定
す
る
乳
等
を
い
う
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
濃
度
を
超
え

る
セ
シ
ウ
ム
（
放
射
性
物
質
の
う
ち
、
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
四
及
び
セ
シ
ウ
ム
百
三
十
七
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
す

る
。



一

乳
等
省
令
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
乳
（
以
下
「
乳
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
四
十
項
に
規
定
す
る
乳
飲
料

（
以
下
「
乳
飲
料
」
と
い
う
。
）

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り
五
十
ベ
ク
レ
ル

二

乳
児
の
飲
食
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
販
売
す
る
乳
等
省
令
第
二
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
乳
製
品
（
以
下

「
乳
製
品
」
と
い
う
。
）
（
乳
飲
料
を
除
く
。
）
並
び
に
乳
及
び
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品

一
キ
ロ
グ
ラ

ム
当
た
り
五
十
ベ
ク
レ
ル

三

前
二
号
に
掲
げ
る
食
品
以
外
の
乳
製
品
並
び
に
乳
及
び
乳
製
品
を
主
要
原
料
と
す
る
食
品

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た

り
百
ベ
ク
レ
ル


